
令和４年８月２９日 
千早赤阪村立学校保護者の皆様へ 

千早赤阪村教育委員会 
 

 

オミクロン株感染拡大に係る村立学校の対応について 

 
 
 処暑の候 保護者の皆様におかれましては、平素より本村の教育活動へのご協力ありがとうご

ざいます。 
 さて、大阪府では令和 4 年７月以降新型コロナウイルス感染症が急速に感染拡大し、保健所業

務が極めてひっ迫した状況となっています。村立学校の児童生徒についても感染事例があり、保

護者の皆様におかれましては、感染防止の取り組みに引き続きご協力をお願いします。 
 このたび、大阪府教育庁から市町村立学校園における今後の教育活動等について７月２７日付

で事務連絡がありました。 
これを受け、村教育委員会では、オミクロン株感染症感染拡大に係る対応について下記の通り

対応します。再度の変更にご理解ご協力をよろしくお願いします。 
 

記 
 
〇学校生活に起因する状況で、児童生徒及び教職員に感染者が確認された場合は、当該校を原則

２日間（状況により５日間）臨時休業いたします（土日祝日を含みます）。臨時休業の開始日

は教育委員会が判断いたします。濃厚接触者の可能性があると判断された場合は原則５日間の

自宅待機をお願いします。しかし、2日目及び 3日目の抗原検査キットを用いた検査で陰性を

確認した場合は、3 日目から解除を可能とします。 

 
〇保健所による濃厚接触者の特定が実施されないこととなったため、学校の教育活動上の接触に

よる濃厚接触者の候補者の特定は原則不要となりました。ただし、学校における感染拡大を防

止するため、感染者等への聞き取りは引き続き実施し、以下の①～③の感染者との接触状況に応

じた対応を行うこととなります。 

 ①基本的な感染対策を行わずに感染者と感染可能期間中に飲食を共にした者等への対応 

    ・５日間の出席停止とする＜濃厚接触者として扱わない＞ 

    ・出席停止期間に加えた２日間、計７日間は感染リスクの高い行動を行わないよう指導 

 ②学校で感染者と感染可能期間中に接触し、「濃厚接触の可能性の判断（※）」に該当する接 

触のあった者への対応（①を除く） 

・出席停止とはしない＜濃厚接触者として扱わない＞ 

・７日間は、感染リスクの高い行動を行わないよう指導 

 ③泊を伴う行事等において、感染者と感染可能期間中に同室であった者への対応 

    ・濃厚接触者として５日間の出席停止とする 

    ・７日間は、感染リスクの高い行動を行わないよう指導 

 

 

 

 

 

 

注：ご家庭での濃厚接触者の判断については以前と変わりありません。 
裏面へ続く 

※濃厚接触の可能性の判断（大阪府健康医療部 HP より） 

 陽性者の感染可能期間中に 

 ・手で触れることのできる距離（目安として１m）で、マスクなしで 15分以上会話をした者 

 ・車内等で長時間（１時間以上）の接触（「会話」や「共有のものを使用」）があった者 

 ・適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をしていた者 

 ・陽性者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 



〇児童生徒が PCR 検査を受けた、もしくは受けることになった場合、陽性または濃厚接触者の

可能性があると判断された場合は、速やかに学校にご連絡ください。 
 

 
※上記一覧表は令和 4 年 8 月 1 日時点のものであり、今後変更されることが予想されます。 

 

 

 
 
 
 
 

〇平時の感染症対応について 
これまでと同様にお子さまの健康状態の確認をお願いいたします。新型コロナウイル

ス感染症を疑う場合は、まずはかかりつけ医に相談（受診前には必ず電話をして）下

さい。相談・受診する医療機関が見つからない場合は、大阪府新型コロナ受診相談セ

ンター 06-7166-9911（土日祝含め終日連絡が可能）に電話してください。 
【一般的な質問】 
大阪府健康相談窓口      06-6944-8197（土日祝含む）9 時～18 時 
千早赤阪村健康コールセンター 0721-26-7233（土日祝除く）9 時～17 時半 


